
 

 

 

 

 

 

  令  和  ５  年  度 

 

 

 

  草 加 八 潮 消 防 組 合 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 



 

 

    



 

第１６号議案 

 

   令和５年度草加八潮消防組合一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和５年度草加八潮消防組合一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１９，３３８千円を追加し、歳入歳出予算 

 総額を歳入歳出それぞれ５，０８６，１３６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

   令和５年１１月２４日提出 

 

草加八潮消防組合管理者 瀨 戸 百合子 
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 3 国庫支出金 416 28,900 29,316

 1 国庫補助金 416 28,900 29,316

 6 繰越金 2 219,131 219,133

 1 繰越金 2 219,131 219,133

 8 組合債 857,700 △28,900 828,800

 1 組合債 857,700 △28,900 828,800

 9 県支出金 0 207 207

 1 県委託金 0 207 207

歳 入 合 計 4,866,798 219,338 5,086,136
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 2 総務費 37,262 219,131 256,393

 1 総務管理費 36,992 219,131 256,123

 3 消防費 4,611,202 207 4,611,409

 1 常備消防費 4,386,840 207 4,387,047

歳 出 合 計 4,866,798 219,338 5,086,136
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　変　更 （単位：千円）（単位　千円）

起 　債 　の 　目 　的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 限 度 額

高 規 格 救 急 自 動 車 整 備 事 業 31,500 17,600

 第　　２　　表

消 防 車 両 整 備 事 業 68,000 53,000

地 方 債 補 正
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１　総　括
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

 3 国庫支出金 416 28,900 29,316

 6 繰越金 2 219,131 219,133

 8 組合債 857,700 △28,900 828,800

 9 県支出金 0 207 207

歳 入 合 計 4,866,798 219,338 5,086,136
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（歳　出）

款 補正前の額 補正額 計

 2 総務費 37,262 219,131 256,393

 3 消防費 4,611,202 207 4,611,409

歳 出 合 計 4,866,798 219,338 5,086,136
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

0 0 0 219,131

29,107 △28,900 0 0

29,107 △28,900 0 219,131
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２　歳　入

款 3 国庫支出金
項 1 国庫補助金

目 補正前の額 補　正　額 　　計　　
節

区 　分 金 　額

 1 国庫補助金 416 28,900 29,316  1 消防費国庫補助金 28,900

計 416 28,900 29,316

款 6 繰越金
項 1 繰越金

目 補正前の額 補　正　額 　　計　　
節

区 　分 金 　額

 1 繰越金 2 219,131 219,133  1 繰越金 219,131

計 2 219,131 219,133

款 8 組合債
項 1 組合債

目 補正前の額 補　正　額 　　計　　
節

区 　分 金 　額

 1 消防債 857,700 △28,900 828,800  1 消防車両整備事業債 △28,900

計 857,700 △28,900 828,800

款 9 県支出金
項 1 県委託金

目 補正前の額 補　正　額 　　計　　
節

区 　分 金 　額

 1 県委託金 0 207 207  1 消防費県委託金 207

計 0 207 207

歳入合計 4,866,798 219,338 5,086,136
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款 9 項 1 目 1（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　明

 3　消防ポンプ自動車購入補助金 15,000

 4　高規格救急自動車購入補助金 13,900

説　　　　　　　　　　　明

 1　前年度繰越金 219,131

説　　　　　　　　　　　明

 1　消防車両整備事業 △15,000

 2　高規格救急自動車整備事業 △13,900

説　　　　　　　　　　　明

 1　新型コロナウイルス感染症患者等搬送委託金 207
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３　歳出

款 2 総務費
項 1 総務管理費

目 補正前の額 補　正　額 計

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

 3 企画財務費 219,131 219,1311,616 220,747

共通
219,131

計 36,992 219,131 256,123 219,131

款 3 消防費
項 1 常備消防費

目 補正前の額 補　正　額 計

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

 4 警防業務費 0
28,900 △28,900

210,305 210,305

国庫支出金

28,900 △28,900

 5 救急業務費 207
207

49,924 50,131

県支出金

207

計 4,386,840 207 4,387,047 29,107 △28,900

歳出合計 4,866,798 219,338 5,086,136 29,107 △28,900 219,131
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（単位：千円）

節

区 　分 金 　額
説　　　　　　　　　　　明

22 償還金、利子 219,131
及び割引料

0100800             
財政管理事業 219,131            
　
　22 償還金、利子及び割引料 219,131      
　   　草加市負担金返還金（前年度） 156,080
　   　八潮市負担金返還金（前年度） 63,051

節

区 　分 金 　額
説　　　　　　　　　　　明

0102400             
車両更新整備事業             
　

　
10 需用費 207 0102900             

救急活動事業（消防局） 207            
　
　10 需用費 207      
　   　医薬材料費 207
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補正前の額 補 正 額 補正後の額

［　　　　　］は、繰越等により、本年度中に借り入れる前年度の同意債等で､下段の額に含まれています。

857,700 828,800合　　　　計 △ 28,900742,438806,333

（１） 消 防 債 806,333 742,438 857,700 △ 28,900 828,800

１　普　　通　　債 806,333 742,438 △ 28,900857,700 828,800

　　地　方　債　補　正　に　　　　関　す　る　調　書　　

区　　　　分
令 和 ３ 年 度 末

現 在 高

令 和 ４ 年 度 末

現 在 高

令和５年度中　　　増減見込み　　

令和５年度中起債見込額
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（単位：千円）　

補正前の額 補 正 額 補正後の額

1,396,366 1,367,466

1,396,366 1,367,466203,772

203,772

203,772

1,396,366 1,367,466203,772

203,772 203,772

　　地　方　債　補　正　に　　　　関　す　る　調　書　　

令和５年度中　　　増減見込み　　 令和５年度末現在高見込額

令和５年度中元金償還見込額
補正前の額 補正後の額
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補正予算参考資料 

 

令和５年度草加八潮消防組合一般会計補正予算（第１号） 

 

１ 概 要 

 草加八潮消防組合一般会計補正予算（第１号）については、歳入歳出予算及び地

方債の補正を行うものであります。 

 歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算総額４，８６６，７９８千円に、歳

入歳出それぞれ２１９，３３８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５，０８６，１３６千円とするものであります。 

 その内容は、歳入については、国庫支出金、繰越金及び県支出金の追加並びに組

合債の減額を行うものであり、歳出については、財政管理事業費及び救急活動事業

費（消防局）の追加並びに車両更新整備事業費の財源振替を行うものであります。 

 地方債の補正については、起債対象事業費の減額による限度額の変更を行うもの

であります。 
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